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メチル水銀による健康影響にかかる疫学調査の在り方に関する検討会

○ 水俣病被害者特措法第37条において、政府は健康に係る調査研究を行うこと、及
びこのための手法の開発を図ることが規定されている。

○ 当該規定を踏まえ、環境省では、メチル水銀による脳への影響を客観的に評価す
るための手法※の開発に取り組み、一定の精度に達したところ。
※ 脳磁計（MEG）及びMRIを用いて、メチル水銀による脳への影響を客観的に評価するための
手法の開発

○ こうした経緯等も踏まえ、水俣病被害者特措法に基づくメチル水銀による健康影
響にかかる疫学調査の在り方について、専門的見地から検討及び助言を行うことを
目的として、令和６年12月17日に外部有識者で構成する検討会を設置し、議論を開
始。

○ 本検討会で検討いただいた結果も踏まえつつ、令和８年度を目途に健康調査を開
始できるよう必要な検討・準備を進める予定。

（これまでの開催実績）
令和６年12月27日 第1回検討会【公開】

議題
  （１） 座長の指名について
  （２） メチル水銀による健康影響にかかる疫学調査について
  （３） その他

令和７年1月24日 第２回検討会【非公開】
議題
  （１）関係者からのヒアリング
  （２）委員間の意見交換
  （３）その他 2
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（検討会委員）

氏名 所属

内野 誠 熊本大学名誉教授

納 光弘 公益財団法人慈愛会会長

坂本 峰至 国立水俣病総合研究センター所長特任補佐

新美 育文 明治大学名誉教授

平野 照之 杏林大学医学部脳卒中医学教授

福田 吉治 帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授

二塚 信 熊本大学名誉教授

横山 徹爾 国立保健医療科学院生涯健康研究部部長

（五十音順、敬称略）
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